
産業廃棄物処理事業計画の概要 

 

県内で発生する産業廃棄物等の適正な処理を推進することにより、地域の環境保全に貢献すると

ともに、循環型社会の形成に対応した事業の推進に取り組む。 

（１）産業廃棄物の最終処分事業（埋立） 

事業所から排出される産業廃棄物等を受け入れ、最終処分場で埋立処分する。 

また、廃棄物の受け入れ管理等を厳正に実施する。 

○処理対象産業廃棄物 

燃え殻、汚泥（無機性汚泥に限る）、廃油（タールピッチ類に限る。）、廃プラス

チック類（自動車等破砕物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金

属くず（自動車等破砕物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を

除く。）・陶磁器くず（自動車等破砕物を含む。）、鉱さい、がれき類、ばいじん、

産業廃棄物を処分するために処理したもの（これらのうち石綿含有産業廃棄物、水

銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む。）、廃石綿等 

○ 処理能力 

埋立面積      ２２９，０００ｍ２ 

埋立容量    ４，６００，０００ｍ３ 

○環境保全対策 

「事業の用に供する施設の概要」に記載 

 

（２）産業廃棄物中間処理事業(焼却) 

事業所から排出される産業廃棄物等を受け入れ、中間処理施設で中間処理（焼却）する。 

また、廃棄物の受け入れ管理等を厳正に実施する。 

○処理対象産業廃棄物 

汚泥、廃プラスチック類、紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず（これらのうち石綿含

有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。） 

○処理能力 

汚泥：４２０ｍ3／日  廃プラスチック類：７８ｔ／日  紙くず：１６３ｔ／日 

木くず：１９４ｔ／日  繊維くず：１０１ｔ／日  ゴムくず：６７ｔ／日 

○環境保全対策 

「事業の用に供する施設の概要」に記載 



（３）産業廃棄物中間処理事業(焼却：再生) 

事業所から排出される産業廃棄物等を受け入れ、中間処理施設で中間処理（焼却：再生）

する。また、廃棄物の受け入れ管理等を厳正に実施する。 

○処理対象産業廃棄物 

燃え殻、ばいじん（これらのうち石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を除

き、水銀含有ばいじん等（水銀の回収が必要なものを除く。）を含む。） 

特定有害産業廃棄物 

燃え殻（カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又

はその化合物、セレン又はその化合物若しくはダイオキシン類を含むことのみにより特

定有害産業廃棄物となるものに限る。） 

ばいじん（水銀又はその化合物（アルキル水銀化合物及び水銀の回収が必要なものを

除く。）、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又は

その化合物、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサン若しくはダイオキシン類を含むこ

とのみにより特定有害産業廃棄物となるものに限る。） 

○処理能力 

燃え殻：１４４．０ｔ／日  ばいじん：１６４．６ｔ／日 

○環境保全対策 

「事業の用に供する施設の概要」に記載 

 


